
定 款

コーケ ン株式会社
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第 1章 総則

(商 号 )

第 1条  当会社 は、 コーケ ン株式会社 と称す る。

(目 的 )

第 2条  当会社 は、次の事業 を営 むことを目的 とす る。

1.社会的課題解決 に資す る事業

2.前 子 に関連す る一切の事業

(本店の所在地 )

第 3条  当会社 は、本店 を大阪市東成 区東小橋 3丁 目 14番 26子  鶴橋 ビル M 801子 室に

置 く。

(公 告の方法 )

第 4条  当会社 の公告は、官報 に掲載 してす る。

第 2章  株式

(発 行可 含ヒ株式総数 )

第 5条  当会社の発行可 能株式総数 は、 100株 とす る。

(株 券の不発行 )

第 6条  当会社 の発行す る株式については、株券 を発行 しない。

(株 式の譲波制1限 )

第 7条  当会社の株式 を譲渡 によ り取得す るには、 当会社の承認 を受 けなければな らない。

(株 主名簿記 載事項の記載又 は記録の請 求)

第 8条  当会社 の株式取得者が株主名簿記載事項 を株主名簿 に記載又は記録 す ることを請

求す るには、株式取得者 とその取得 した株式の株主 と して株主名簿に記載 され、若

しくは記録 された者スはその相続人 その他 の一般承継人が 当会社所定の書式によ

る請 求書 に署名ス は記名押
`Pし

、共同 して請 求 しなければな らない。

2.前 項の規定にかかわ らず、オ1害 関係人のオ1益 を害す るおそれがない もの と して法務

省今 に定め る場合 には、株式取得者が単独で株主名簿記載事項 を株主名簿に記載

又は記録す ることを請 求す ることがて
｀
きる。

(質 権の登録及 び信託 財産の表示 )

第 9条  当会社の株式 につ き質権 の登録又は信託 財産の表示 を請求す るには、当会社所定

の書式 による請 求書 に署名又は記名押
`Pし

た もの を提 出 しなければな らない。

その登録又は表示の抹消 について も、同様 とす る。

(手 数料 )

第 10条  前 2条に定め る請 求 をす る場合 には、 当会社 F~4定 の手数料 を支払わなければな ら

ない。

(基 準 日)
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蓼 第 |1条  当会社 は、毎事業年度末 日の最終株主名簿に記載又は記録 された議決権 を有す る

株主 (以 下、「基準 日林主」とい う。)を もって、その事業年度 に関す る定時株主総会

において権 fll行 使 すべ き株主 とす る。ただ し、当該基準 日株主の権 fllを 害 しない

場合 には、当会社 は、基準 日後 に、募集株式の発行、合併、株式交換スは吸 1又 分害1等

によ り株式 を取得 した者の全部又 は一部 を、 当該定時株主総会 において権 411を 行

使 す ることがで きる株主 と定めることがで きる。

2.前 項のほか、株主スは登録株式質権者 と して権利 を行使 すべ き者 を確 定す るため

ぬ要があ るときは、取締役の決定によ り、臨時に基準 日を定め ることがで きる。

ただ し、 この場合 には、 その 日を 2週 間前 までに公告す るもの とす る。

(株 主の住所等の届 出)

第 12条  当会社の株主及 び登録株式質権者スはその法定代理人若 しくは代 表者 は、当会社

所定の書式 によ り、 その民名、住所及 び
`P鑑

を当会社 に届 け出なければな らない。

届 出事項 に変更が生 じた場合 における、 その事項 について も同様 とす る。

第 3章 株主総会

(招 集 )

第 13条  当会社 の定時株主総会 は、毎事業年度末 日の翌 日か ら 3か 月以 内に招集 し、臨時

総会 は、 その必要があ る場合 に随時 これ を招集す る。

2.株主総会 を招集す るには、会 日よ り 1週 間前 までに、議決権 を行使 す ることがで き

る株主 に対 して招集通知 を発す るもの とす る。

(議長 )

第 14条 株主総会の議長 は、代 表取締役社長 が これにあたる。代表取締役社長 に事故があ

るときは、 あ らか じめ代 表取締役社長の定めた順序 によ り他 の取締役 が これに代

わ る。

(決議 )

第 15条  株主総会の決議 は、法今ス は定款 に矛1段 の定めがある場合のほか、 出席 した議決

権 のあ る株主の議決権の過半数 をもって決す る。

2.会社法第 309条 第 2項 に定め る決議 は、議決権 を行使 す ることがで きる株主の議

決権の 3分 の 1以 上 を有す る株主が出席 し、 出席 した当該株主の議決権の 3分 の

2以上 に当たる多数 をもって行 う。

(議 決権 の代理行使 )

第 16条  株主スはその法定代理人 は、 当会社の議決権

て、議決権 を行使 す ることがで きる。ただ し、

証 す る書面 を提 出 しなければな らない。

第 4章  取締役

を有す る株主又は親族 を代理人 と し

この場合 には、総会 ごとに代理権 を



(取締役の員数 )

第 17条  当会社の取締役 は 3名 以 内 とす る。

(取締役の選任 )

第 18条  当会社 の取締役 は、株主総会 において議決権 を行使 す ることがで きる株主の議決

権 の 3分の 1以上 を有す る株主が出席 し、 その議決権の過半数の決議 によって選

任 す る。

2.取締役 の選任 については、累積投票によらない もの とす る。

(取締役の任期 )

第 19条  取締役の任期 はその選任後 2年以 内に終 了す る事業年度の うち最終の ものに関

す る定時株主総会の終結の時まで とす る。

2.補 欠スは増 員によ り選任 された取締役の任期 は、前任者ス は他 の在任取締役の任

期の残存期 間 と同一 とす る。

(代 表取締役及 び社長 )

第 20条  取締役 を 2名 以上 置 く場合 には、取締役の互選 によ り、代 表取締役 1名 を定め る。

当会社 に置 く取締役が 1名 の場合 には、 当該取締役 を代表取締役 とす る。

2.代表取締役 は、社長 と し、 当会社 を代 表す る。

3.当 会社 の業務 は、代 表取締役社長 が執行す る。

(報 all及 び退職慰労金 )

第 21条  取締役の報 Olll及 び退職慰労金 はそれぞれ株主総会の決議 をもって定め る。

第 5章 計算

(事 業年度 )

第 22条  当会社の事業年度 は年 十期 と し、毎年 4月 1日 か ら翌年 3月 31日 まで とす る。

(乗1余金の配 当)

第 23条  乗1余金 は、毎事業年度末 日現在における株主名簿に記載ス は記録 された株主又は

登録株式質権者に配 当す る。

(配 当金の除斥期間 )

第 24条  当会社 が、来1余金の支払の提供 を してか ら満 3年 を経過 して も受領 されない とき

は、 当会社 はその支払の義務 を免れ るもの とす る。

第 6章  附則

(設 立に際 して出資 され る財産の最低額 )

第 25条  当会社の設立 に際 して出資 される財産の価額 は、金 100万 円 とす る。

(最初の事業年度 )

第 26条  当会社の最初の事業年度 は、 当会社成立の 日か ら今オロ6年 3月 31日 まで とす る。

(発起人の 民名ほか )
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第 27条  発起人の民名、住所及び発起人が設立に際 してヲ|き 受ける株式数及び株式 とヲ1換

えに払いさお金銭の額は、次のとおりである。

以上、 コーケン株式会社の設立のため、 この定款 を作成 し、発起人が次に記名押

`Pす
る。

①

　

　

①

大阪市生野 区口島 5丁 目 16番 12号

伊 比正敏

10株 金 50万 円

大 ll■ 市生野 区田島 5丁 目 16番 12号

李 蓮英

10株 金 50万 円

(法今の準拠 )

第 28条  この定款 に規定のない事項 は、全 て会社法 その他 の法今 に従 う。

今和 5年 8月 24日

発起人 伊 レヒエ敏

発起人 李 逹英



肉

認 証 登 簿  令 和 5年  第 253 号

嘱 託 人 2名 は 、 本 職 に対 し、 設 立 され る法 人 の実 質

的 支 配 者 とな るべ き者 が 伊 比 正 敏 及 び 李 蓮 英 で

あ る 旨及 び 同人 らが 暴 力 団員 等 で な い 旨 を 申告 した。

嘱 託 人 2名 は 、 本 職 の 面 前 で 、 自己 の記 名 押 印 を 自

認 す る 旨 を 陳 述 した。

よ つ て 、 こ の 定 款 を認 証 す る。

令 和 5年 8月 25日 、本 職 役 場 に お い て 。

大 阪 市 天 王 寺 区東 高 津 町 11番 9号

大 阪 法 務 局 所 属

大阪法務局所属 公証人役場

公 証 人


	IMG_20230916_0001
	IMG_20230916_0002
	IMG_20230916_0003
	IMG_20230916_0004
	IMG_20230916_0005
	IMG_20230916_0006

